
 

 

那覇市狭あい道路整備要領 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、那覇市狭あい道路整備要綱(以下「要綱」という。)の施行に

必要な事項を定めることとする。 

(用語) 

第 2 条 この要領で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。 

(事前協議事項) 

第 3 条 要綱第 8 条に規定する協議を行う事項は次のとおりとし、当該協議の申請

は、狭あい道路整備事前（変更）協議書(第 1 号様式)により行うものとする。 

(1) 後退用地等の位置に関すること。 

(2) 後退用地等の権原に関すること。 

(3) 後退用地等の形態及び維持管理に関すること。 

(4) 拡幅整備に係る工事に関すること。 

(5) 拡幅整備及び隅切り用地に係る助成金等に関すること。 

(6) その他市長が必要と認める事項 

(事前協議に要する書類) 

第 4 条 要綱第 8 条に規定する協議は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

提出部数は正本及び副本各 1 部とする。ただし、要綱第 8 条第 5 項の規定によ

る計画の変更の場合にあっては、次に揚げる (1) から (3) の書類に当該変更に

かかる図書を添付して提出することとする。 

(1) 狭あい道路整備事前（変更）協議書(第 1号様式) 

(2) 委任状(代理人がいる場合) 

(3) 後退用地等使用誓約書(第 2 号様式) 

(4) 案内図 

(5) 現況配置図 

(6) 計画配置図 

(7) 拡幅整備断面詳細図 

(8) 実測求積図(敷地面積、後退用地面積及び隅切り用地面積を記入すること。) 

(9) 公図及び登記簿謄本の写し 



 

 

(10) 現況写真 

(11) その他必要な書類 

  (事前協議の完了) 

第 5 条 市長は、要綱第 8 条に規定する協議が調い完了したときは、狭あい道路整

備事前（変更）協議済通知書(第 3 号様式)を前条の副本に添付して、建築主等へ

交付する。 

 (事前協議の取下げ) 

第 6 条 狭あい道路整備事前（変更）協議書を提出した建築主等が、建築又は拡幅

整備を取りやめるときは、当該建築主等は狭あい道路整備事前（変更）協議取下

書(第 4 号様式)を提出し、市長がこれを認めるときは、狭あい道路整備事前（変

更）協議書を取り下げることができる。 

2 市長は、狭あい道路整備事前（変更）協議書を提出した建築主等が、相当の理由

なく当該協議書の提出があった日から 1 年以内に協議を行わないときは、当該事

前（変更）協議書を取り下げたものとみなすことができる。 

(軽微な変更) 

第 7 条 要綱第 8 条第 5 項の要領で定める軽微な変更は次に掲げるものとする。 

(1) 工事種別の変更 

(2) 工事予定期間の変更 

(3) 拡幅整備内容の変更 

(4) 助成金等申請の有無の変更 

(5) 建築主、関係権利者、設計者・監理者、工事施工者・工事関係者の変更 

2 建築主等は、前項の規定による軽微な変更が生じた場合は、速やかに変更届（第

14号様式）に狭あい道路事前(変更)協議済通知書（第 3号様式）を添えて市長に

提出しなければならない。 

3 協議を済ませた建築主等で、拡幅整備にかかる、工事施工者・工事関係者を定め

ていないときは、当該拡幅整備に着手する前までに、工事施工者・工事関係者の

届けを第 2項に規定する届出書に狭あい道路事前(変更)協議済通知書（第 3号様

式）を添えて市長に提出しなければならない。 

(中心鋲等の設置) 

第 8 条 建築主等は、要綱第 9 条に規定する中心線の確認を受けるときは、中心鋲



 

 

等を設置しなければならない。 

(中間検査及び後退杭等の設置) 

第 9 条 建築主等は、要綱第 11 条に規定する中間検査を受けるときは、現場にお

いて後退杭等を設置し、次に掲げる書類を 2 部提出しなければならない。 

(1) 狭あい道路整備中間検査申請書(第 5 号様式) 

(2) 委任状（代理人がいる場合） 

(3) 現場写真 

(4) 建築基準法の規程による確認済証の写し(要綱第 8 条第 1 項各号に係わる

場合) 

(5) その他必要な書類 

2 市長は、中間検査で現場が適当と認められたときは、狭あい道路整備中間検査済

通知書(第 6 号様式)を建築主等へ交付する。 

 (完了検査に要する書類及び検査済通知) 

第 10条 建築主等は、要綱第 12 条の完了検査を受けるときは、次に掲げる書類を

2部提出しなければならない。 

(1) 狭あい道路整備完了検査申請書(第 7 号様式) 

(2) 委任状（代理人がいる場合） 

(3) 拡幅整備の工程写真(根切工事、路盤工事、舗装工事の出来形) 

(4) 完了写真 

(5) 建築基準法の規程による確認済証の写し(要綱第 8 条第 1 項各号に係わる

場合) 

(6) その他必要な書類 

2 市長は、完了検査で現場が適当と認められたときは、狭あい道路整備完了検査通

知済書(第 8号様式)を建築主等へ交付する。 

(後退済の表示) 

第 11 条 市長は、要綱第 10 条の拡幅整備が完了したときは、前条第 1項の書類を

提出する前に、拡幅整備が行われた後退線を明らかにするための 2 項道路中心鋲、

2 項道路後退線表示板、2 項道路後退済の標識を建築主等へ交付し、設置場所に

ついて調整を行うこととする。 

2 建築主等は、前項の規定により交付された 2 項道路中心鋲及び 2 項道路後退線



 

 

表示板を道路に設置し、並びに 2 項道路後退済の標識を建築物若しくは工作物又

は塀等の確認できる場所に設置し、市長の確認を受けることとする。 

(助成金等) 

第 12条 要綱第 14 条に規定する助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)の

額は、別表のとおりとする。 

2 次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第 14 条の規定は適用しない。ただ

し、市長が特に認めるときはこの限りでない。 

(1) 建築主等が、国、地方公共団体その他これらに準じる団体等である場合 

(2) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 29 条に規定する開発行為を行なう

場合 

(3) 建築基準法等による許可、認定等を行なう場合 

(助成金等の交付申請) 

第 13条 助成金等の交付を受けようとする建築主等は、第 9 条第 2 項の狭あい道

路整備中間検査済通知書を受けた後、拡幅整備工事の着手 30 日前に市長と調整

をし、次に掲げる書類を 2 部提出しなければならない。 

(1) 狭あい道路整備助成金等交付申請書(第 9 号様式) 

(2) 委任状（代理人がいる場合） 

(3) 口座振込依頼書 

(4) その他必要な書類 

(助成金等の交付決定) 

第 14 条 市長は、建築主等から前条の規定による申請があったときは、当該申請

に係る書類等の審査及び現場調査後、予算の範囲内において助成金等の交付の可

否及び額を決定し、狭あい道路整備助成金等（交付・不交付）決定通知書(第 10 号

様式)により建築主等へ通知する。 

(助成金等の交付請求等) 

第 15 条 助成金等の交付決定を受けた建築主等は、第 10 条第 2 項の 2 項道路中

心鋲等を設置し確認を受けた後、狭あい道路整備助成金等交付請求書(第 11 号様

式) を 2 部提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金等を当該建築主

等へ交付する。 



 

 

（交付決定の取下げ） 

第 16 条 建築主は、やむを得ない理由により第 15 条の助成金等の交付決定を取下

げる場合においては、速やかに狭あい道路整備助成金等交付決定取下届（第 13 号

様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、助成金の交付決定を取り消すも

のとする。 

(交付決定の取消し) 

第 17条 市長は、助成金等の交付決定を受けた建築主等が次の各号のいずれかに該

当するときは、助成金等の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金等の交付の決定を受けたとき。 

(2) 要綱第 15 条各号に該当するとき。 

2 前項の規定により助成金等の交付の決定を取り消したときは、狭あい道路整備助

成金等交付決定取消通知書(第 12 号様式)により助成金等の交付の決定を受けた

建築主等へ通知する。 

 (助成金等の返還) 

第 18 条 市長は、前条第 1 項の規定により助成金等の交付の決定を取り消した場

合において、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命

ずる。 

 

付 則 

この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要領は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和４年６月１日から施行する。 



 

 

○別表(要領第 12 条関係) 

（1）助成金 

工事種別 工事内容 単位 単価 

拡幅整備 アスファルト舗装整備 

・路盤厚 150 ㎜以上 

・舗装厚 50 ㎜以上 

1平方ﾒｰﾄﾙ 4,000 円 

コンクリート舗装整備 

・路盤厚 150 ㎜以上 

・舗装厚 120 ㎜以上 

その他市長が上記と同等と

認めるもの 

・1 物件における助成金の限度額は、10 万円とする。 

（2）奨励金 

行為内容 単位 単価 

隅切り用地の確保 1箇所 20,000 円 

・要綱第 2 条の基準による隅切り用地を確保した場合に奨励金を交付する。 

備考 

※狭あい道路整備事前協議のとき、助成金等の調整を行なうものとする。 

※拡幅整備面積は、小数点第 2 位を四捨五入し小数点第 1 位までの数とする。 

※助成金等の額は、千円未満切り捨てとする。 

※助成金等の額については、事前調整を行い予算の範囲内で交付するものとする。 

※拡幅整備の範囲は、後退用地等（後退用地及び隅切り用地）とする。 


